
こ
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

け
る

教
育

内
容

と
教

育
方

法
の

全
体

像
は

以
下

の
と

お
り

で
す

。
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⑸
自

転
車

の
交

通
安

全
教

育
の

全
体

像
（

ま
と

め
）

付
録

１

２Ｒ
修正
済み

未
就

学
児

（
～

６
歳

）

心 身 機 能 の 発 達

利 用 実 態

自
転

車
に

乗
り

始
め

る
／

利
用

頻
度

の
増

加

小
学

生
高

校
生

成
人

中
学

生
１

～
３

年
生

４
～

６
年

生
高

齢
者

保
護

者
と

同
乗

／
保

護
者

と
一

緒
に

運
転

行
動

範
囲

が
拡

大

通
学

目
的

で
の

利
用

通
勤

や
仕

事
で

の
利

用

電
動

ア
シ

ス
ト

車
や

幼
児

同
乗

車
の

利
用

増

生
活

目
的

で
の

利
用

（
買

い
物

・
通

院
）

運 動
・

知 覚

認 知 安 全
態 度 共 通

事 故 実 態
特 徴

目 標

目 的 ラ イ フ ス テ ー ジ ご と

の 目 標 技 能

未
熟

未
熟

（
徐

々
に

成
熟

）

加
齢

に
従

い
、

社
会

性
、

感
情

、
パ

ー
ソ

ナ
リ

テ
ィ

、
道

徳
性

に
よ

る
影

響
を

受
け

る

加
齢

に
伴

い
変

化

加
齢

に
伴

い
変

化

事
故

類
型

別
で

は
「

出
会

い
頭

」
が

最
多

／
法

令
違

反
別

で
は

「
安

全
運

転
義

務
違

反
」

が
最

多

「
安

全
運

転
義

務
違

反
」

の
要

因
と

し
て

「
安

全
不

確
認

」
が

増
加

「
安

全
運

転
義

務
違

反
」

の
要

因
と

し
て

「
動

静
不

注
視

」
が

増
加

「
ハ

ン
ド

ル
操

作
不

適
」

が
増

加
自

転
車

乗
用

中
死

傷
者

数
が

急
激

に
増

加

対
歩

行
者

の
死

亡
・

重
傷

事
故

が
急

激
に

増
加

携
帯

電
話

使
用

等
に

起
因

す
る

事
故

が
増

加
飲

酒
事

故
の

増
加

○
自

転
車

の
安

全
な

運
転

に
必

要
な

知
識

及
び

技
能

を
体

系
的

に
習

得
す

る
こ

と
○

「
自

他
の

生
命

尊
重

」
の

理
念

の
下

、
自

転
車

が
「

軽
車

両
」

で
あ

る
こ

と
を

理
解

し
、

交
通

社
会

の
一

員
と

し
て

の
自

覚
を

持
つ

こ
と

○
自

転
車

利
用

者
が

交
通

ル
ー

ル
を

遵
守

し
て

、
自

己
や

交
通

社
会

を
共

有
す

る
周

囲
の

者
の

安
全

を
確

保
し

て
運

転
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

・
バ

ラ
ン

ス
能

力
の

向
上

・
ブ

レ
ー

キ
の

か
け

方
・

公
道

に
お

け
る

交
通

ル
ー

ル
等

（
安

全
確

認
や

、
交

通
に

お
け

る
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

を
含

む
。

）
に

則
っ

た
運

転
の

実
践

・
加

齢
に

伴
う

運
転

技
能

の
変

化
の

理
解

・
自

転
車

に
乗

る
と

き
の

交
通

ル
ー

ル
を

確
認

し
、

理
解

が
不

十
分

な
点

を
習

得
す

る
。

ま
た

、
70

歳
以

上
で

普
通

自
転

車
で

歩
道

を
通

行
す

る
と

き
の

歩
行

者
優

先
を

徹
底

す
る

。
・

加
齢

に
よ

っ
て

、
身

体
機

能
や

認
知

機
能

が
変

化
し

、
路

外
逸

脱
や

転
倒

事
故

が
増

加
す

る
こ

と
か

ら
、

運
転

技
能

が
十

分
か

確
認

し
、

夜
間

の
運

転
は

控
え

る
な

ど
す

る
。

・
高

校
生

ま
で

に
習

得
す

る
交

通
ル

ー
ル

、
他

者
と

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

能
力

、
危

険
予

測
と

回
避

能
力

、
歩

行
者

優
先

と
い

っ
た

事
項

が
確

実
に

身
に

付
き

、
実

践
で

き
る

か
確

認
し

、
不

十
分

な
点

を
補

う
。

・
他

の
模

範
と

な
る

行
動

を
実

践
し

、
こ

ど
も

に
対

し
て

交
通

ル
ー

ル
を

教
え

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

な
る

。

・
自

転
車

に
乗

る
と

き
の

交
通

ル
ー

ル
、

他
の

車
両

や
歩

行
者

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
と

危
険

を
理

解
・

予
測

し
て

回
避

す
る

た
め

の
能

力
を

確
実

に
習

得
す

る
。

・
自

動
車

の
免

許
取

得
が

近
づ

く
中

、
将

来
の

交
通

社
会

を
担

う
存

在
と

し
て

、
自

転
車

を
運

転
す

る
と

き
の

社
会

的
責

任
を

理
解

し
、

歩
行

者
が

優
先

で
あ

る
こ

と
を

徹
底

す
る

。

・
自

転
車

に
乗

る
と

き
の

交
通

ル
ー

ル
の

理
解

を
深

め
、

定
着

す
る

よ
う

に
す

る
。

・
加

害
者

と
な

り
刑

事
・

民
事

上
の

責
任

を
問

わ
れ

得
る

こ
と

を
認

識
す

る
と

と
も

に
、

他
の

車
両

や
歩

行
者

に
対

す
る

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
能

力
や

危
険

を
理

解
・

予
測

し
て

回
避

す
る

た
め

の
能

力
を

習
得

し
、

交
通

社
会

の
一

員
と

し
て

、
自

転
車

の
安

全
を

確
保

す
る

こ
と

が
大

切
な

こ
と

を
自

覚
す

る
。

・
中

学
生

(1
3歳

)か
ら

安
全

に
車

道
を

走
れ

る
よ

う
、

左
側

通
行

の
原

則
を

徹
底

し
、

自
転

車
に

乗
る

上
で

必
要

な
一

通
り

の
交

通
ル

ー
ル

と
運

転
技

能
を

身
に

付
け

る
。

・
正

し
い

ブ
レ

ー
キ

の
か

け
方

で
止

ま
る

こ
と

、
周

り
の

状
況

に
合

わ
せ

た
速

度
の

調
整

な
ど

自
転

車
の

技
能

を
高

め
る

。
・

自
転

車
に

乗
る

と
き

は
、

左
側

通
行

を
徹

底
す

る
こ

と
、

歩
道

で
は

歩
行

者
が

優
先

で
ゆ

っ
く

り
通

行
す

る
こ

と
、

赤
信

号
、

一
時

停
止

標
識

の
あ

る
交

差
点

で
は

必
ず

止
ま

る
こ

と
を

身
に

付
け

る
。

・
歩

行
者

と
し

て
、

ま
た

、
将

来
、

自
転

車
利

用
者

と
し

て
道

路
を

安
全

に
通

行
す

る
た

め
の

ル
ー

ル
を

学
ぶ

。
・

ま
っ

す
ぐ

走
る

、
止

ま
り

た
い

場
所

で
止

ま
る

と
い

っ
た

自
転

車
の

基
本

的
な

技
能

を
習

得
す

る
。
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教 育 内 容 ・ 教 育 方 法 例

知 識 （ 交 通 ル ー ル ）

（ ※ 白 抜 き 部 分 が 教 育 方 法 の 例 ）

行 動 ・ 態 度
交 通 社 会 の 一 員 と し て の 態 度危 険 予 測 ・ 回 避 行 動

教 育 主 体 ・

教 育 機 会

・
信

号
機

の
信

号
等

に
従

う
義

務
・

徐
行

す
べ

き
場

所
・

指
定

場
所

に
お

け
る

一
時

停
止

・
ヘ

ル
メ

ッ
ト

の
着

用

・
道

路
交

通
法

上
の

自
転

車
の

位
置

付
け

・
車

道
の

通
行

方
法

・
歩

道
の

通
行

方
法

・
駐

輪
場

所
、

駐
輪

方
法

・
交

差
点

の
通

行
方

法
・

右
左

折
の

方
法

・
踏

切
の

通
行

方
法

・
ラ

イ
ト

の
点

灯
・

点
検

整
備

・
横

断
歩

行
者

の
優

先
・

並
進

の
禁

止
・

二
人

乗
り

等
の

禁
止

・
携

帯
電

話
使

用
等

の
禁

止
・

事
故

時
の

対
応

・
イ

ヤ
ホ

ン
を

つ
け

た
り

傘
を

差
し

な
が

ら
の

運
転

の
禁

止
・

飲
酒

運
転

の
禁

止
・

制
動

装
置

不
良

自
転

車
の

運
転

の
禁

止

全
般

の
交

通
ル

ー
ル

（
ル

ー
ル

の
再

確
認

）

交
差

点
等

に
お

け
る

「
止

ま
る

」
「

見
る

」
「

確
か

め
る

」
の

習
得

・
徹

底
・

交
差

点
等

を
模

し
た

空
間

で
の

法
規

走
行

・
日

常
的

な
道

路
の

走
行

（
保

護
者

が
付

き
添

い
）

に
お

い
て

「
止

ま
る

」
「

見
る

」
「

確
か

め
る

」
を

こ
ど

も
と

一
緒

に
行

う

・
身

の
周

り
の

危
険

箇
所

の
把

握
・

歩
行

者
や

車
両

と
い

っ
た

他
の

交
通

主
体

の
動

き
の

予
測

・
見

と
お

し
の

悪
い

交
差

点
で

の
フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク
、

安
全

マ
ッ

プ
の

作
成

・
実

際
に

起
き

た
交

通
事

故
の

概
要

と
危

険
予

測
に

関
す

る
教

訓
の

説
明

「
技

能
」

及
び

「
行

動
・

態
度

」
の

教
育

と
関

連
付

け
な

が
ら

必
要

な
知

識
を

習
得

す
る

（
※

安
全

教
室

等
の

機
会

の
ほ

か
、

購
入

時
や

日
常

生
活

に
お

け
る

声
か

け
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
活

用
し

て
実

施
）

と
る

べ
き

回
避

行
動

・
身

体
機

能
の

成
熟

に
よ

り
事

故
を

起
こ

し
た

場
合

の
相

手
方

の
被

害
が

重
大

と
な

る
可

能
性

が
あ

る
こ

と
の

理
解

・
「

な
が

ら
ス

マ
ホ

」
等

の
危

険
な

行
為

の
危

険
性

の
理

解
・

危
険

な
自

転
車

の
運

転
が

撮
影

さ
れ

た
映

像
等

の
視

聴
・

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー
等

を
用

い
た

危
険

性
の

体
感

危
険

予
測

・
回

避
行

動
は

、
高

校
生

ま
で

の
習

得
を

目
指

す

身
の

周
り

の
危

険
箇

所
の

把
握

家
族

、
自

治
体

等
に

よ
る

危
険

箇
所

の
呼

び
掛

け

加
齢

に
伴

う
身

体
機

能
・

認
知

機
能

の
変

化
の

理
解

シ
ミ

ュ
レ

ー
タ

ー
等

を
用

い
な

が
ら

危
険

予
測

能
力

の
再

確
認

と
る

べ
き

回
避

行
動

他
の

人
が

い
る

こ
と

の
認

識
及

び
他

の
人

を
思

い
や

る
気

持
ち

の
醸

成
日

常
生

活
や

技
能

面
の

教
育

を
通

じ
、

他
者

や
物

へ
ぶ

つ
か

ら
な

い
こ

と
た

め
に

取
る

べ
き

行
動

に
つ

い
て

話
し

合
う

歩
行

者
保

護
の

重
要

性
の

理
解

と
実

践
交

通
ル

ー
ル

の
教

育
を

通
じ

、
歩

行
者

と
自

転
車

の
優

先
関

係
や

、
ど

の
よ

う
な

配
慮

を
行

う
べ

き
か

考
え

る

歩
行

者
や

車
両

と
い

っ
た

他
の

交
通

主
体

へ
の

配
慮

の
重

要
性

の
理

解
と

実
践

交
通

ル
ー

ル
や

危
険

予
測

・
回

避
に

つ
い

て
学

ぶ
中

で
、

自
分

の
行

動
を

振
り

返
り

、
自

分
が

ど
の

よ
う

な
運

転
を

行
え

ば
自

ら
を

守
る

と
と

も
に

交
通

の
円

滑
が

保
た

れ
る

か
を

検
討

・
討

論

他
の

模
範

と
な

る
安

全
な

運
転

を
行

う
こ

と
の

理
解

と
実

践
交

通
ル

ー
ル

や
危

険
予

測
に

関
し

て
自

ら
学

ん
だ

こ
と

の
他

者
へ

の
教

育
や

発
表

安
全

な
交

通
社

会
づ

く
り

の
理

解
地

域
の

交
通

安
全

イ
ベ

ン
ト

等
へ

の
積

極
的

参
画

刑
事

・
民

事
上

の
責

任
の

理
解

対
歩

行
者

事
故

等
に

よ
り

損
害

賠
償

や
刑

事
責

任
が

発
生

し
た

事
例

の
学

習

販
売

事
業

者
、

レ
ン

タ
ル

・
シ

ェ
ア

サ
イ

ク
ル

事
業

者
（

購
入

時
、

利
用

時
の

教
育

）

保
護

者
（

日
常

的
教

育
）

学
校

等
（

日
常

的
教

育
、

安
全

教
室

等
の

開
催

）

交
通

安
全

教
育

を
行

う
民

間
事

業
者

や
地

域
の

団
体

、
自

治
体

（
安

全
教

室
等

の
開

催
や

他
の

教
育

主
体

へ
の

協
力

）

雇
用

主
事

業
者

（
日

常
的

教
育

、
安

全
教

室
等

の
開

催
）

家
族

（
日

常
的

教
育

）



カテゴリー 交通ルール 未就学児
小学生

１～３年生 ４～６年生

歩行者保護をはじ
めとする他の交通
主体との調和のた
めの交通ルール

道路交通法上の自転車の位置
付け １

自転車の通行場所と通行
方法

車
道

２
①

２
②

２
③

歩
道

３
①②

３
③

４

横断歩行者の優先 ５

並進の禁止 ６

駐輪場所・駐輪方法 ７

事故に遭わないた
めの交通ルール

信号機の信号等に従う義務 ８

徐行すべき場所 ９

指定場所における一時停止 10

右左折の方法 11

交差点の通行方法
12

①④

12
②③

踏切の通行方法 13

危険な行為の禁止

飲酒運転の禁止 14

携帯電話使用等の禁止 15

乗車の制限等 16

イヤホン・傘差し運転の禁止 17

制動装置不良自転車の運転の
禁止 18

自分や他者の身を
守る方法

ライトの点灯 19

ヘルメットの着用 20

点検整備 21

事故時の対応 22

各ライフステージを通じて習得することとしている基本的な交通ルールの一覧です。

付録２

－126－

自転車は「軽車両」であり「車両」の一種

車道が原則 ＋ 左側通行

左側端を通行

普通自転車専用通行

自転車道がある場合

歩道を通行できる場合の通行場所 ＋ 通

普通自転車通行指定部分（歩道上）が設け

路側帯が設けられて

横断中又は横断しよ

他の軽車両との並進

駐輪場所（駐輪場の利用） ＋ 歩行者や

従うべき信号 ＋ 信号の意味 ＋ 取るべき行動

左右の見とおしがきかない交差点・曲がり角付近等における徐行

「一時停止」標識の意味 ＋ 安全確認

左折：左側端に沿って徐行 右折：左

交差点の通行方法（自転車横断帯 ＋

踏切の直前（停止線がある場合はその直前）

携帯電話使用等の

二人乗りの禁止

ライトを点灯する必要性

ヘルメット着用の必要性

自転車の各部の名称 ＋ 最低限の点検項目

交通事故発生時の

＊p.105～「６ 基本的な自転車の交通ルール」で各ルールを解説しています。
該当する番号のページを参照してください。

１

２

２

２

３

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



－127－

中学生 高校生 社会人 高齢者 法条 五則

§２①
(11) ー

§17①④

❶

§18①

§20②

§63の３

§63の４

§63の４

§17の３ ー

§38 ー

§19 ー

§44～ ー

§７ ❷

§42 ❷

§43 ❷

§34 ー

§36
❷

ー

§33 ー

§65 ❹

§71
(5の5) ー

§57 ー

§71
(６) ー

§63の９ ー

§52 ❸

§63の11 ❺

§62 ー

§72① ー

帯がある場合の通行場所（矢羽根型路面表示との相違も含む。）

の通行場所 ＋ 通行方法（自転車道では左側端通行）

行方法（車道寄りを徐行、歩行者の通行を妨げる場合には一時停止）

られている場合の通行場所 ＋ 通行方法（歩道の状況に応じた安全な速度と方法）

いる場合の通行場所（路側帯の種類） ＋ 通行方法（歩行者の通行を妨げない速度と方法）

うとする歩行者がいるときの取るべき行動

の禁止

車の通行を妨げない ＋ 点字ブロックの上やその付近には駐輪しない

の必要性 ＋ 安全確認

側端寄り交差点の側端に沿って通行（いわゆる二段階右折）

交差点を通行する車両等と横断歩行者に特に注意 ＋ できる限り安全な速度と方法で進行）

で一時停止 ＋ 安全確認 ＋ 警報機が鳴っている時、遮断機が閉じている時は立ち入らない

交差点における優先関係 ＋ 進行妨害の禁止

飲酒運転の禁止（酒類提供等の禁止を含む。）

禁止（その他交通の安全を図るため公安委員会が必要と認めて定めた遵守事項を含む。）

イヤホンをつけて周りの音が聞こえない状態での運転の禁止 ＋ 傘差し運転の禁止

ブレーキがない・ブレーキが故障した自転車の運転の禁止

（「ぶたはしゃべる」）

救護措置、危険防止措置、警察への報告


